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令和４年度第１回瑞穂町個人情報保護審査会 会議録 

 

日  時 
令和４年９月２９日（木） 

午前９時５５分から午前１１時７分まで 

場  所 瑞穂町役場庁舎 １階ホール（小） 

出席 
審査会委員 町田和美 田中信雄 平山敬夫 坂内幸男 木村裕史 

事 務 局 目黒克己 福島聡 本間みさき 

欠席 審査会委員 なし 

説明員 
住民課長 住民課住民係長 総務課長 総務課文書法制

係長 

署名委員 田中信雄 

会議の要旨 

１ 開会  総務課長 

２ 会長挨拶 町田会長挨拶 

３ 委員と事務局の構成員の変更について 総務課長 

４ 議事録署名委員の指名  田中委員を指名 

５ 議事 

（１）議題 

  諮問１ マイナンバーカードを利用したコンビニエ

ンスストアにおける証明書コンビニ交付サ

ービス導入に伴うオンライン結合による保

有個人情報の外部提供について 

 

ア 実施機関からの口頭による説明 

   瑞穂町個人情報保護審査会は、委員からの事前質  

  問に対する回答及びその他質問に対する説明を求め 

ました。 

（住民部住民課長、住民係長が説明し、説明後退席しま

した。） 

 

イ 審議 

諮問１に関する説明を受け、審議を行いました。 



- 2 - 

その要旨は、次のとおりです。 

①役場の執務時間外や全国のコンビニで証明書を取得で

きれば、町民の利便性が向上します。また、コンビニ交

付が普及することで、窓口業務の省力化されるため、

公益性はとても高いです。通信については、LGWAN 回線

や専用回線が用いられ、通信が暗号化されるため、万

全を期しています。以上の理由から、外部提供は妥当

といえます。 

②システムが安全だとしても、個人情報を取り扱うこと

についてコンビニ事業者（具体的には、店員）への教育

をしっかり行う必要があります。 

③コンビニ交付は、マイナンバーカードの交付率向上に

もつながると思います。 

 

ウ 諮問１に関する結論 

   個人情報の保護について十分な措置を行うべきと

いう意見を付して、同意するという答申をすること

で決定しました。 

 

（２）議題 

  諮問２  瑞穂町個人情報保護法施行条例等の制定      

等について 

 

ア 実施機関からの口頭による説明 

   瑞穂町個人情報保護審査会は、委員からの事前質  

  問に対する回答及びその他質問に対する説明を求め 

ました。 

（企画部総務課文書法制係長が説明しました。） 

 

イ 審議 

   諮問２に関する説明を受け、審議を行いましたが、

条例等の案に対する意見はありませんでした。 
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ウ 諮問２に関する結論 

   条例等の案に対して、特に意見なしという答申を

することで決定しました。 

 

６ 閉会 町田会長 

 

 

 

 

議事録署名委員                 


